
令和３年１０月２９日  

 

 茅ヶ崎市高齢者福祉計画・ 

 介護保険事業計画推進委員会委員各位 

 

 茅ヶ崎市福祉部高齢福祉介護課長  

 

「第８期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を「エイジ 

フレンドリーシティ行動計画」として位置付けることについて（報告）  

 

 時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

本市は、平成３０年１０月６日にＷＨＯ（世界保健機関）が主導する高齢者

に優しい地域づくりに取り組むグローバルネットワーク「エイジフレンドリーシ

ティ」（別紙「エイジフレンドリーシティの概要」参照）に参加いたしました。 

ＷＨＯでは、高齢者の優しいまちへの取り組みを８つのトピックに基づき、

課題を検証するために「エイジフレンドリーシティ行動計画（以下「行動計画」

という。）」を策定し、実施・評価・改善の取組みを行うこととされています。 

つきましては、本市では、「第８期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業

計画（以下「計画」という。）」に、ＷＨＯが提唱する８つのトピックが包含さ

れているため、神奈川県へ確認した上で、計画を行動計画として位置付けたこと

をご報告いたします。（別紙「神奈川県の受領書（写し）」参照） 

なお、令和４年３月までに、神奈川県により英訳された行動計画を、ＷＨＯ

ホームページ「Ａｇｅ-ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｗｏｒｌｄ」に掲載する予定です。 

本市では、計画の基本理念である高齢者一人ひとりの日々充実した暮らしの

実現を目指し、計画を推進してまいります。 

 

（資料） 

 ・エイジフレンドリーシティの概要 

・神奈川県の受領書（写し） 
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